
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）集積回路の少なくとも一部が作り込まれてなる半導体基板の第１の面に、開口部
よりも幅の広い底部を有する凹部を形成すること、
　（ｂ）前記凹部に、前記底部に対応する先端部を有するように、導電部を設けること、
及び、
　（ｃ）前記半導体基板の第２の面を削って、前記導電部の前記先端部の少なくとも一部
を、前記第２の面から露出させること、
　を含む半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記凹部の底面を、凹曲面を有するように形成し、
　前記導電部の前記先端部を、凸曲面を有するように形成し、
　前記凸曲面の少なくとも一部を、前記第２の面から露出させる半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記先端部の一部のみが露出するように、前記第２の面を削る半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ａ）工程は、
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　（ａ１ ）前記半導体基板に、底面を有する縦穴を形成すること、及び、
　（ａ２ ）前記縦穴の前記底面から、アンダカットが生じるように前記半導体基板をエッ
チングすること、
　を含む半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項４記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ａ１ ）工程の後であって前記（ａ２ ）工程の前に、
　前記（ａ２ ）工程で行うエッチングに対して前記縦穴の前記底面よりも耐性が高い膜を
、前記縦穴の内壁面に形成することをさらに含む半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ａ）工程の後であって前記（ｂ）工程の前に、
　前記凹部の内面に、絶縁膜を形成することをさらに含む半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項６記載の半導体装置の製造方法において、
　ＴＥＯＳ－Ｏ３ 系ＣＶＤによって、前記絶縁膜を形成する半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　複数の前記半導体基板をスタックすることをさらに含み、
　前記複数の半導体基板のうち、上下の半導体基板の前記導電部を電気的に接続する半導
体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体チップ、半導体ウエハ、半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに
電子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
【０００３】
【特許文献１】
特開２００１－４４１９７号公報
【０００４】
【発明の背景】
３次元実装形態の半導体装置が開発されている。また、３次元実装を可能にするため、半
導体チップに貫通電極を形成することが知られている。貫通電極は、半導体チップから突
出するように形成する。従来知られている貫通電極は、良好な電気的接続を図ることが難
しい形状であった。
【０００５】
本発明の目的は、貫通電極を電気的接続に適した形状に形成することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
（１）本発明に係る半導体装置の製造方法は、（ａ）集積回路の少なくとも一部が作り込
まれてなる半導体基板の第１の面に、開口部よりも幅の広い底部を有する凹部を形成する
こと、
（ｂ）前記凹部に、前記底部に対応する先端部を有するように、導電部を設けること、及
び、
（ｃ）前記半導体基板の第２の面を削って、前記導電部の前記先端部の少なくとも一部を
、前記第２の面から露出させること、
を含む。
本発明によれば、導電部が凹部に対応して形成されるので、その先端部の幅が広くなって
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おり、電気的接続に適した形状の貫通電極を形成することができる。
（２）この半導体装置の製造方法において、
前記凹部の底面を、凹曲面を有するように形成し、
前記導電部の前記先端部を、凸曲面を有するように形成し、
前記凸曲面の少なくとも一部を、前記第２の面から露出させてもよい。
（３）この半導体装置の製造方法において、
前記先端部の一部のみが露出するように、前記第２の面を削ってもよい。
（４）この半導体装置の製造方法において、
前記（ａ）工程は、
（ａ１ ）前記半導体基板に、底面を有する縦穴を形成すること、及び、
（ａ２ ）前記縦穴の前記底面から、アンダカットが生じるように前記半導体基板をエッチ
ングすること、
を含んでもよい。
（５）この半導体装置の製造方法は、
前記（ａ１ ）工程の後であって前記（ａ２ ）工程の前に、
前記（ａ２ ）工程で行うエッチングに対して前記縦穴の前記底面よりも耐性が高い膜を、
前記縦穴の内壁面に形成することをさらに含んでもよい。
（６）この半導体装置の製造方法は、
前記（ａ）工程の後であって前記（ｂ）工程の前に、
前記凹部の内面に、絶縁膜を形成することをさらに含んでもよい。
（７）この半導体装置の製造方法において、
ＴＥＯＳ－Ｏ３ 系ＣＶＤによって、前記絶縁膜を形成してもよい。
（８）この半導体装置の製造方法において、
複数の前記半導体基板をスタックすることをさらに含み、
前記複数の半導体基板のうち、上下の半導体基板の前記導電部を電気的に接続してもよい
。
（９）本発明に係る半導体ウエハは、第１及び第２の面を有する半導体基板と、
前記半導体基板の前記第２の面よりも前記第１の面に近い位置に少なくとも一部が作り込
まれてなる複数の集積回路と、
前記半導体基板の前記第１及び第２の面を貫通する複数の貫通電極と、
を有し、
それぞれの前記貫通電極は、前記第２の面から少なくとも一部が露出する先端部と、前記
先端部から前記第１の面の方向に延びる延設部と、を有し、前記先端部は、前記延設部よ
りも幅が広くなるように形成されてなる。
本発明によれば、貫通電極は、幅の広い先端部を有するので、電気的接続に適した形状に
なっている。
（１０）この半導体ウエハにおいて、
それぞれの前記貫通電極の前記先端部は、凸曲面を有し、
前記凸曲面の少なくとも一部が、前記第２の面から露出していてもよい。
（１１）この半導体ウエハにおいて、
それぞれの前記貫通電極の前記先端部の一部が露出して他の一部が前記半導体基板内に配
置されていてもよい。
（１２）この半導体ウエハは、
それぞれの前記貫通電極と前記半導体基板に形成された貫通穴の内面との間に形成された
絶縁膜をさらに有してもよい。
（１３）本発明に係る半導体チップは、第１及び第２の面を有する半導体基板と、
前記半導体基板の前記第２の面よりも前記第１の面に近い位置に少なくとも一部が作り込
まれてなる集積回路と、
前記半導体基板の前記第１及び第２の面を貫通する貫通電極と、
を有し、
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前記貫通電極は、前記第２の面から少なくとも一部が露出する先端部と、前記先端部から
前記第１の面の方向に延びる延設部と、を有し、前記先端部は、前記延設部よりも幅が広
くなるように形成されてなる。
本発明によれば、貫通電極は、幅の広い先端部を有するので、電気的接続に適した形状に
なっている。
（１４）この半導体チップにおいて、
前記貫通電極の前記先端部は、凸曲面を有し、
前記凸曲面の少なくとも一部が、前記第２の面から露出していてもよい。
（１５）この半導体チップにおいて、
前記貫通電極の前記先端部の一部が露出して他の一部が前記半導体基板内に配置されてい
てもよい。
（１６）この半導体チップは、
前記貫通電極と前記半導体基板に形成された貫通穴の内面との間に形成された絶縁膜をさ
らに有してもよい。
（１７）本発明に係る半導体装置は、スタックされてなる上記複数の半導体チップを有し
、
前記複数の半導体チップのうち上下の半導体チップが、前記貫通電極によって電気的に接
続されてなる。
本発明によれば、貫通電極は、幅の広い先端部を有するので、電気的接続に適した形状に
なっている。
（１８）本発明に係る回路基板は、上記半導体チップが実装されてなる。
（１９）本発明に係る回路基板は、上記半導体装置が実装されてなる。
（２０）本発明に係る電子機器は、上記半導体チップを有する。
（２１）本発明に係る電子機器は、上記半導体装置を有する。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【０００８】
図１（Ａ）～図４（Ｂ）は、本発明を適用した実施の形態に係る半導体装置（又は半導体
チップ・半導体ウエハ）の製造方法を説明する図である。本実施の形態では、図１（Ａ）
に示すように、半導体基板１０を使用する。半導体基板１０は、第１及び第２の面１２，
１４を有する。第２の面１４は、第１の面１２とは反対の面である。
【０００９】
半導体基板１０には、集積回路（例えばトランジスタやメモリを有する回路）１６の少な
くとも一部（一部又は全体）が作り込まれている。半導体基板１０には、複数の集積回路
１６のそれぞれの少なくとも一部が作り込まれていてもよいし、１つの集積回路１６の少
なくとも一部が作り込まれていてもよい。集積回路１６は、第２の面１４よりも第１の面
１２に近い位置に形成されている。
【００１０】
半導体基板１０の第１の面１２には、パッシベーション膜１８が形成されている。パッシ
ベーション膜１８は、例えば、ＳｉＯ 2、ＳｉＮ、ポリイミド樹脂などで形成することが
できる。パッシベーション膜１８は、集積回路１６を覆うように形成されている。
【００１１】
半導体基板１０には、複数のパッド２０が形成されている。パッド２０は、集積回路１６
に電気的に接続されていてもよい。各パッド２０は、アルミニウムで形成されていてもよ
い。パッド２０の表面の形状は特に限定されないが矩形であることが多い。パッド２０は
、第２の面１４よりも第１の面１２に近い位置（例えば第１の面１２の上方）に形成され
ている。パッド２０は、パッシベーション膜１８上に形成してもよい。パッシベーション
膜１８上に、パッド２０と、集積回路１６とパッド２０を接続する配線（図示せず）とを
形成してもよい。また、図示しない別のパッシベーション膜（絶縁膜）をパッド２０の表
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面の少なくとも一部を避けて形成してもよい。
【００１２】
図１（Ｂ）に示すように、半導体基板１０に、その第１の面１２から縦穴（又は凹部）２
２を形成する。縦穴２２は、半導体基板１０を貫通しないように、すなわち底面を有する
ように形成する。第１の面１２は、パッド２０が形成された側（集積回路１６が形成され
た側）の面である。縦穴２２は、集積回路１６の素子及び配線を避けて形成する。パッド
２０に貫通穴２４を形成してもよい。貫通穴２４の形成には、エッチング（ドライエッチ
ング又はウェットエッチング）を適用してもよい。エッチングは、リソグラフィ工程によ
ってパターニングされたレジスト（図示せず）を形成した後に行ってもよい。パッド２０
の下にパッシベーション膜１８が形成されている場合、これにも貫通穴２６を形成する。
パッド２０のエッチングがパッシベーション膜１８で止まる場合、貫通穴２６の形成には
、パッド２０のエッチングに使用したエッチャントを別のエッチャントに換えてもよい。
その場合、再び、リソグラフィ工程によってパターニングされたレジスト（図示せず）を
形成してもよい。
【００１３】
貫通穴２４（及び貫通穴２６）と連通するように、半導体基板１０に縦穴２２を形成する
。縦穴２２は、第１の面１２に対して垂直に形成されてもよいし、例えば開口から深さ方
向に穴径が小さくなるように、テーパが付けられていてもよい。貫通穴２４（及び貫通穴
２６）と縦穴２２を合わせて、縦穴（又は凹部）ということもできる。縦穴２２の形成に
も、エッチング（ドライエッチング又はウェットエッチング）を適用することができる。
エッチングは、リソグラフィ工程によってパターニングされたレジスト（図示せず）を形
成した後に行ってもよい。あるいは、縦穴２２の形成に、レーザ（例えばＣＯ 2レーザ、
ＹＡＧレーザ等）を使用してもよい。レーザは、貫通穴２４，２６の形成に適用してもよ
い。一種類のエッチャント又はレーザによって、縦穴２２及び貫通穴２４，２６の形成を
連続して行ってもよい。縦穴２２の形成には、サンドブラスト加工を適用してもよい。
【００１４】
図１（Ｃ）に示すように、第１の面１２の上方（例えば、パッシベーション膜１８及びパ
ッド２０上）にレジスト２８を形成してもよい。レジスト２８は、後に行う工程から第１
の面１２及びその上方に形成された部材（例えば、パッシベーション膜１８及びパッド２
０）を保護するために必要であれば形成する。レジスト２８は、例えばエッチングに対す
る耐性が半導体基板１０よりも高い材料で形成する。レジスト２８は、縦穴２２が開口す
るように（縦穴２２を避けて）形成する。
【００１５】
縦穴２２内に膜３０を形成する。膜３０は、縦穴２２の内壁面に形成する。膜３０は、縦
穴２２の底面に形成されてもよいし、レジスト２８上に形成されてもよい。膜３０は、エ
ッチングに対する耐性が半導体基板１０よりも高い材料で形成してもよい。例えば、Ｃ４

Ｆ８ ガスを使用して、炭素で又は炭素を含む材料で膜３０を形成してもよい。
【００１６】
図２（Ａ）に示すように、膜３０の一部を除去する。詳しくは、膜３０のうち縦穴２２の
底面に形成された部分を除去する。すなわち、縦穴２２の底面において、半導体基板１０
の材料を露出させる。その場合、膜３０のうち縦穴２２の内壁面に形成された部分が除去
されないように、膜３０の一部を除去する。その場合、異方性の高いエッチング（エッチ
ング速度の方向依存性が高いエッチング）、詳しくは、垂直方向（縦穴２２の深さ方向）
のエッチング速度が水平方向（縦穴２２の内壁面に対向する方向）よりも大きいエッチン
グを適用してもよい。例えば、高真空下でＳＦ６ ガスを導入し、高バイアス電圧を印加し
て、数秒間のエッチングを行ってもよい。膜３０のうちレジスト２８上の部分が除去され
てもよい。
【００１７】
図２（Ｂ）に示すように、縦穴２２の底面から、アンダカットが生じるように半導体基板
１０をエッチングする。詳しくは、縦穴２２の底面から、下方向及び横方向にエッチング
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を進める。例えば、低真空下でＳＦ６ ガスを導入し、低バイアス電圧を印加してエッチン
グを行ってもよい。縦穴２２の内壁面に形成された膜３０によって、縦穴２２の内壁面は
エッチングされなくてもよい。縦穴２２の底面をエッチングして、縦穴２２の開口（又は
内壁面に囲まれたスペース）よりも幅（例えば直径）の広いスペースを形成する。例えば
、上記工程によって、半導体基板１０に、開口部よりも幅の広い底部を有する凹部３２を
形成する。凹部３２は、その底面が凹曲面を有するように形成してもよい。図２（Ｃ）に
示すように、レジスト２８を除去し、膜３０を除去する。
【００１８】
図３（Ａ）に示すように、凹部３２の内面に、絶縁膜（電気的な絶縁膜）３４を形成する
。絶縁膜３４は、凹部３２の内側面上で１μｍ以上の厚みを有するように形成する。この
ように、側面に厚い膜を形成するには、ＴＥＯＳ－Ｏ３ 系ＣＶＤを適用してもよい。ＴＥ
ＯＳ－Ｏ３ 系ＣＶＤは、減圧下で行ってもよいし、常圧下で行ってもよい。絶縁膜３４は
、４００℃程度の低温下で表面反応によって形成してもよい。絶縁膜３４は、アニール処
理によって膜質を改善してもよい。絶縁膜３４は、凹部３２の底面に形成する。絶縁膜３
４は、凹部３２の内壁面に形成する。ただし、絶縁膜３４は、凹部３２を埋め込まないよ
うに形成する。すなわち、凹部３２が残るように絶縁膜３４を形成する。また、絶縁膜３
４は、その形成後も、開口よりも底部が幅いという凹部３２の特徴が残るように形成する
。
【００１９】
絶縁膜３４は、パッシベーション膜１８上に形成してもよい。パッド２０上に絶縁膜３４
を形成した場合、図３（Ｂ）に示すように、パッド２０の少なくとも一部を絶縁膜３４か
ら露出させる。例えば、絶縁膜３４のうちパッド２０上の部分を除去する。その除去には
、エッチング（ドライエッチング又はウェットエッチング）を適用してもよい。エッチン
グは、リソグラフィ工程によってパターニングされたレジスト（図示せず）を形成した後
に行ってもよい。
【００２０】
図３（Ｃ）に示すように、凹部３２に導電部４０を形成する。導電部４０は、凹部３２の
内部形状に対応する形状を有する。凹部３２の内部形状に対応する形状は、凹部３２の内
壁面に絶縁膜３４が形成されているので、絶縁膜３４の内側の形状である。導電部４０は
、凹部３２の底部に対応する先端部４２を有する。先端部４２は、凹部３２の底部に対応
する形状を有する。凹部３２の底部に対応する形状は、絶縁膜３４の内側の形状である。
導電部４０は、先端部４２から第１の面１２の方向への延設部４４を有する。導電部４０
は、第１の面１２の上方（例えばパッド２０上）に至るように形成してもよい。導電部４
０は、例えば絶縁膜３４からの露出部を通じて、パッド２０に電気的に接続されるように
形成してもよい。複数の凹部３２に設けられる導電部４０は、第１の面１２の上方（例え
ばパッド２０上）で相互に接続されていてもよいし、相互に電気的に切断されていてもよ
い。
【００２１】
凹部３２は、絶縁膜３４の形成後も、その開口よりも底部が広いので、導電部４０はこれ
に対応した形状になる。したがって、先端部４２は、延設部４４よりも幅（例えば直径）
が大きくなっている。凹部３２（例えば絶縁膜３４の内側）の底面が凹曲面を有する場合
、導電部４０の先端部４２は、凸曲面を有するように形成される。
【００２２】
導電部４０は、Ｃｕ又はＷなどで形成してもよい。導電部４０はバリア層を含んでもよい
。バリア層は、絶縁膜３４上に形成される。すなわち、バリア層は、導電部４０の表面層
である。バリア層は、他の材料が、半導体基板１０（例えばＳｉ）に拡散することを防止
するものである。バリア層は、その上に形成される層とは異なる材料（例えばＴｉＷ、Ｔ
ｉＮ）で形成してもよい。導電部４０は、電解メッキで形成する場合、シード層を含んで
もよい。シード層は、バリア層を形成した後に形成する。シード層は、その上に形成され
る層（例えばＣｕ，Ｗ，ドープドポリシリコン（例えば低温ポリシリコン））と同じ材料
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（例えばＣｕ）で形成する。
【００２３】
図４（Ａ）に示すように、半導体基板１０を薄型化する。詳しくは、半導体基板１０の第
２の面（第１の面１２とは反対の面）１４を削る（研削又は研磨する）。例えば、機械研
磨・研削及び化学研磨・研削の少なくとも一つの方法によって、半導体基板１０を削って
もよい。またはエッチングを適用してもよい。エッチングは、ドライエッチング装置を使
用して行ってもよい。あるいは、エッチャントは、フッ酸及び硝酸の混合液あるいはフッ
酸、硝酸及び酢酸の混合液であってもよい。なお、半導体基板１０の第１の面１２の側に
、例えば、ガラス板、樹脂層、樹脂テープ等の補強部材を設けて（例えば接着剤又は接着
シートによって貼り付けて）もよい。
【００２４】
導電部４０は、第２の面１４から突出させてもよい。例えば、半導体基板（例えばＳｉ）
１０に対するエッチング量が絶縁膜（例えばＳｉＯ 2）３４に対するエッチング量よりも
多くなる性質のエッチャントによって、第２の面１４をエッチングしてもよい。エッチャ
ントは、ＳＦ 6又はＣＦ 4又はＣｌ 2ガスであってもよい。これにより、絶縁膜３４に覆わ
れた状態で導電部４０を第２の面１４から突出させることができる。
【００２５】
導電部４０の一部（詳しくは先端部４２の少なくとも一部）を第２の面１４から露出させ
る。先端部４２の一部のみを露出させてもよい。すなわち、先端部４２の一部が露出して
他の一部が半導体基板１０内に配置されるように、第２の面１４を削ってもよい。
【００２６】
図４（Ｂ）に示すように、導電部４０が絶縁膜３４に覆われている場合、絶縁膜３４を除
去する。これにより、導電部４０の先端部４２の少なくとも一部を第２の面１４から露出
させることができる。また、先端部４２を第２の面１４から突出させることもできる。絶
縁膜３４は、導電部４０と半導体基板１０（詳しくはその貫通穴の内面）との間に介在し
ている。さらに、先端部４２のうち第２の面１４からの突出部の一部（例えば側面）を覆
うように絶縁膜３４を残してもよい。その場合、先端部４２の先端面（例えば凸曲面）を
絶縁膜３４から露出させる。
【００２７】
例えば、以上の方法によって、図４（Ｂ）に示すように、半導体基板１０に導電部４０か
らなる（又は導電部４０を含む）貫通電極４６を形成することができる。例えば、以上の
工程により、貫通電極４６を有する半導体ウエハ５０（図５参照）が得られる。この場合
、半導体基板１０には、複数の集積回路１６が形成され、それぞれの集積回路１６に対応
して貫通電極４６が形成されている。その詳しい構造は、上述した製造方法から導くこと
ができる内容である。半導体ウエハ５０を半導体装置ということもできる。あるいは、貫
通電極４６を有する半導体チップ６０（図８参照）が得られる。この場合、半導体基板１
０には、１つの集積回路１６が形成されている。その詳しい構造は、上述した製造方法か
ら導くことができる内容である。半導体チップ６０を半導体装置ということもできる。
【００２８】
半導体ウエハ５０は、切断（例えばダイシング）してもよい。例えば、図５に示すように
、半導体ウエハ５０を切断（例えばダイシング）する。切断には、カッタ（例えばダイサ
）５２又はレーザ（例えばＣＯ 2レーザ、ＹＡＧレーザ等）を使用してもよい。これによ
り、貫通電極４６を有する半導体チップ６０（図８参照）が得られる。その構造は、上述
した製造方法から導くことができる内容である。
【００２９】
図６に示すように、半導体装置の製造方法は、複数の半導体基板１０をスタックすること
を含んでもよい。各半導体基板１０は、貫通電極４６を有し、貫通電極４６は、導電部４
０からなる（又は導電部４０を含む）。スタックされた複数の半導体基板１０のうち上下
の半導体基板１０の貫通電極４６を電気的に接続する。例えば、貫通電極４６同士をろう
接してもよい。あるいは、電気的接続には、金属接合を適用してもよいし、異方性導電材
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料（異方性導電膜又は異方性導電ペースト等）を使用してもよいし、絶縁性接着剤の収縮
力を利用した圧接を適用してもよいし、これらの組み合わせであってもよい。
【００３０】
本実施の形態では、貫通電極４６の先端部４２が延設部４４よりも幅（例えば直径）が大
きくなっているので、電気的接続に適している。また、貫通電極４６の先端部４２の第２
の面１４からの露出部（例えば先端面）が凸曲面であれば、電気的な接続面積が広くなる
。
【００３１】
スタックされた複数の半導体基板１０の具体例として、図７に示すように、貫通電極４６
を有する複数の半導体ウエハ５０をスタックしてもよい。その場合、スタックされた複数
の半導体ウエハ５０を切断してもよい。あるいは、図８に示すように、貫通電極４６を有
する複数の半導体チップ６０をスタックしてもよいし、貫通電極４６を有する半導体チッ
プ６０と貫通電極４６を有する半導体ウエハ５０をスタックしてもよい。半導体チップ６
０がスタックされた後に、半導体ウエハ５０を切断してもよい。
【００３２】
図９は、本発明の実施の形態に係る半導体装置（スタック型半導体装置）を示す図である
。半導体装置は、上述した貫通電極４６を有する複数の半導体チップ６０を含む。複数の
半導体チップ６０はスタックされている。上下の貫通電極４６は、ろう接されていてもよ
い。ろう接には、硬ろう・軟ろう（例えばハンダペースト）６２を使用する。硬ろう・軟
ろう６２を印刷、ディスペンス又は転写によって貫通電極４６に供給してもよい。１つの
半導体チップ６０をスタックするごとに、ろう接を行ってもよい。あるいは、硬ろう・軟
ろう６２を上下の貫通電極４６間に設けた状態で、全ての半導体チップ６０を仮マウント
して、一括リフローによって、ろう接を行ってもよい。
【００３３】
上下の半導体チップ６０間に、絶縁材料（例えば接着剤・樹脂・アンダーフィル材）６４
を設けてもよい。絶縁材料６４によって、貫通電極４６の接合状態が維持又は補強される
。本実施の形態に係る半導体装置には、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法から導
くことができる内容を適用することができる。
【００３４】
スタックされた複数の半導体チップ６０は、配線基板７０に実装されてもよい。１つの半
導体チップ（スタックされた複数の半導体チップ６０のうち、最も外側の半導体チップ６
０）は、配線基板（例えばインターポーザ）７０に実装してもよい。その場合、第２の面
１４の方向に最も外側（例えば最も下側）の貫通電極４６を有する半導体チップ６０が、
配線基板７０に実装される。例えば、貫通電極４６の先端部４２を配線パターン７２に電
気的に接続（例えば接合）してもよい。図示しない例として、貫通電極４６の第１の面１
２からの露出部を配線パターン７２に電気的に接続（例えば接合）してもよい。
【００３５】
半導体チップ６０と配線基板７０の間には、絶縁材料（例えば接着剤・樹脂・アンダーフ
ィル材）６４を設けてもよい。配線基板７０には、配線パターン７２に電気的に接続され
た外部端子（例えばハンダボール）７４が設けられている。あるいは、半導体チップ６０
に応力緩和層を形成し、その上にパッド２０から配線パターンを形成し、その上に外部端
子を形成してもよい。その他の内容は、上述した製造方法から導くことができる。
【００３６】
図１０には、複数の半導体チップがスタックされてなる半導体装置１が実装された回路基
板１０００が示されている。半導体装置１の一部は上述した半導体チップ６０であるから
、回路基板１０００には半導体チップ６０が実装されている。上述した半導体装置を有す
る電子機器として、図１１にはノート型パーソナルコンピュータ２０００が示され、図１
２には携帯電話３０００が示されている。これらの電子機器は、半導体チップ６０を有す
るものでもある。
【００３７】
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本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例
えば、本発明は、実施の形態で説明した構成と実質的に同一の構成（例えば、機能、方法
及び結果が同一の構成、あるいは目的及び結果が同一の構成）を含む。また、本発明は、
実施の形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明は
、実施の形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成するこ
とができる構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成に公知技術を付加し
た構成を含む。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１（Ａ）～図１（Ｃ）は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法
を説明する図である。
【図２】　図２（Ａ）～図２（Ｃ）は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法
を説明する図である。
【図３】　図３（Ａ）～図３（Ｃ）は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法
を説明する図である。
【図４】　図４（Ａ）～図４（Ｂ）は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法
を説明する図である。
【図５】　図５は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である
。
【図６】　図６は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である
。
【図７】　図７は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である
。
【図８】　図８は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である
。
【図９】　図９は、本発明の実施の形態に係る半導体装置を示す図である。
【図１０】　図１０は、本発明の実施の形態に係る回路基板を示す図である。
【図１１】　図１１は、本発明の実施の形態に係る電子機器を示す図である。
【図１２】　図１２は、本発明の実施の形態に係る電子機器を示す図である。
【符号の説明】
１０半導体基板、１２第１の面、１４第２の面、１６集積回路、２２縦穴、
３０膜、３２凹部、３４絶縁膜、４０導電部、４２先端部、４４延設部、
４６貫通電極
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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